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Ⅰ．はじめに

子ども虐待とは、子どもの人権を著しく侵害し、その心
身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、
次の世代に引き継がれる危険性のあるものである。最近で
は、児童虐待に関する悲惨なニュースが後を絶たず、児童
虐待が深刻な社会問題となっている。子どもの虐待が増え
る中、日本では2000年に「児童虐待の防止等に関する法律」
（以下「児童虐待防止法」と称する）が制定された。子ど
もの虐待は4つのタイプがあり、①身体的虐待：児童の体
に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えるこ
と。②性的虐待：児童にわいせつな行為をすること又は児
童をしてわいせつな行為をさせること。③ネグレクト：児
童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長
時間の放置、保護者以外の同居人による身体的、性的、心
理的虐待に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護
者としての監護を著しく怠ること。④心理的虐待：児童に
対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居す
る家庭における配偶者に対する暴言、その他の児童に著し
い心理的外傷を与える言動を行うことと定義されている
１）。

日本で、はじめて児童虐待相談対応件数が公式に発表さ
れた1990年は1,101件であったが、厚生労働省の報道発表資
料によると、2018年度の児童相談所による児童虐待相談対
応件数は、15万9,850件で、前年度より2万6,072件（19.5％）

増え、過去最多を更新した。対応件数の内訳は、心理的虐
待88,389（55.3％）、身体的虐待40,256（25.2％）、ネグレク
ト29,474（18.4％）、性的虐待1,73（1.1％）となっている２）。

そのような中、虐待行為の加害者が、虐待行為を「しつ
け」として捉えていることが少なくない。西澤３）は、「し
つけ」とは、「親が、肌のふれあいや言葉かけによって、子
どもが「不快」から「快」の状態になるよう繰り返し手助
けをしていくこと」。「虐待」は「親が日常的にたたいた
りして、力づくで子どもをコントロールすること。親が日
常的に自分の感情にまかせて子どもの存在価値を否定す
るような言葉をぶつけること」と定義し、「しつけ」と「虐
待」は根本から異なるものであるため、境界線は存在しな
いと結論付けている。しかし、実生活においては、「しつ
け」と「虐待」の区別は必ずしも明確なものばかりではな
く、「しつけのつもり」「しつけが過ぎた」などからわか
るように非常に曖昧で、わかりにくいのが現状である。

児童虐待による子どもへの影響として、知的能力（学力）
や身体の発達の障害、愛着障害、怒りや恐怖が内在化し、衝
動のコントロール が困難になる、恐怖や不安を伴うこと
により安心感や安全感を持てない、「自我（自分らしさ）」
の侵害、自己肯定感の喪失等、子どもの健全な成長発達、人
格形成に深刻な影響を及ぼす４）。また、友田５）は、「虐待
は連鎖することは間違いない。つまり社会的な環境要因の
整備のみならず早期の介入がなされないと、児童虐待の犠
牲者が世代を越えて受け継がれるという、恐ろしい世代間

― 85 ―

*連絡先：四宮美佐恵　新見公立大学助産学専攻科　718-8585　新見市西方1263-2

大学生の子どもの虐待に関する認識を明らかにし、若い世代の子どもの虐待予防に関する意識啓発のために
必要な支援の示唆を得ることを目的に、大学生を対象に無記名自記式質問紙調査を行った。調査用紙は260部配
布し、そのうち有効回答数206部（有効回答率96.3％）を分析対象とした。その結果、ビネット調査による39項
目の虐待行為で【身体的虐待】はすべての項目において[虐待や放任である]と認識していたが、[虐待や放任の
疑いがある]と認識している項目が【心理的虐待】で1項目、[虐待や放任ではないが不適切だ]と認識している項
目が【心理的虐待】で3項目、【ネグレクト】で4項目、【性的虐待】で1項目、[あまり問題ない]と認識してい
る項目が【性的虐待】で1項目、[わからない]と回答するものもいた。この事より、虐待に関して正しく認識し
ていないことが明らかになり、虐待について正しい認識を持つための教育が必要であることが示唆された。
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連鎖を生みだすことになる」と述べている。子どもの虐待
が社会的問題として取り上げられ、関心が高まっている現
状において、子どもの虐待の実態、専門家の役割、対応、親
子関係など、様々な視点から調査・研究が報告されてい
る。高橋ら６）は、子どもへの虐待に関わる児童相談所の児
童福祉司及び心理職を対象にビネット調査を実施し、子ど
もへの不適切な関わりのアセスメント基準とその対応に
いて試案を提示している。しかし、子どもの虐待に関する
認識調査は少ない。そこで本研究では、将来親になると考
えられる大学生の子どもの虐待に関する認識を明らかに
し、若い世代の子どもの虐待予防に関する意識啓発のため
に必要な支援の示唆を得ることを目的とした。

Ⅱ．研究方法

１．研究デザイン
量的研究

２．研究対象
A大学健康科学部看護学科1～4年生240名を対象とし

た。
３．調査期間

2018年10月～12月
４．調査方法

無記名自記式質問紙による集合調査を実施した。
５．調査内容　

子どもの虐待に関する調査用紙は高橋らが開発したビ
ネット調査６）を用いた。ビネット調査は短いストーリーに
対する回答を得て、対象者がどのように考えているかを把
握するものであり「子どもの不適切なかかわり」の39項目
を用いた。この項目に対して「全く問題ない」から「虐待・
放任である」の5段階の選択肢から自分の考えに当てはま
るものを選択するものである。
６．分析方法

調査の分析は、統計解析プログラムSPSS11for Windows
を用い、単純集計をおこなった。

７．倫理的配慮
調査用紙を配布後に研究の概要について説明し、アンケ

ートに同意のチェック欄を設け、アンケートへの回答をも
って、同意とみなした。研究への協力は任意であり、断っ
ても不利益が生じないこと、成績には関係しないこと、研
究者の守秘義務やデータの保管などについて口頭と文書
で説明した。また、個人が特定されないことを説明し、プ
ライバシーの保護には十分に配慮した。

なお、本研究は新見公立大学倫理審査委員会の承認を得
て実施した（承認番号158）。

Ⅲ. 結果

調査用紙は260部配布し、回収数214部（回収率82.3％）、
そのうち有効回答数206部（有効回答率96.3％）を分析対象
とした。
１．対象者の属性　　

1年生55名（26.7％）、2年生54名（26.2％）、3年生60名
（29.1％）、4年生37名（18．0％）。男性17名（8.2％）、女
性189名（91.7％）であった。

２．子どもの虐待に関する認識
１）身体的虐待に関する認識

身体的虐待として分類される7項目について、5段階の選
択肢のうちすべてが「虐待や放任である」であった。さら
に、項目ごとにみてみると、「子どもにたばこの火を押し
つける」198名（96.1％）が最も多かった（表1）。
２）性的虐待に関する認識

性的虐待として分類される8項目について、5段階の選択
肢のうち最も多かったのは、[虐待や放任である]の6項目、
次に、[虐待や放任ではないが不適切だ]の1項目、[あまり問
題ない]の1項目であった。さらに、項目ごとにみてみると、
[虐待や放任である]の「親の性的満足の為に自分の性器を
子どもに触らせる」185名（89.8％）、「親が子どもの性器
を愛撫する」185名（89.8％）、[虐待や放任ではないが不適
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切だ]の「親が好みで娘に露出度の高い服を着させる」77名
（37.4％）、[あまり問題ない]の「親が思春期の異性の子ど
もと一緒に風呂に入る」85名（41.3％）であった（表2）。
３）心理的虐待に関する認識

心理的虐待として分類される11項目について、5段階の
選択肢のうち最も多かったのは、[虐待や放任である]の8項
目、次に多かったのは、[虐待や放任ではないが不適切だ]の
3項目、次いで[虐待や放任の疑いがある]の1項目であった。
さらに、項目ごとにみてみると、[虐待や放任である]の「「殺
してやる」と真剣な表情で包丁を子どもに突きつける」191
名（92.7％）、[虐待や放任ではないが不適切だ]の「罰とし
て、子どもの大事にしていたおもちゃを捨てる」82名
（39.8％）、[虐待や放任の疑いがある]の「乳幼児が泣いて
も無視して、抱っこをしてあげない」91名（44.2％）が最も
多かった（表3）。
４）ネグレクトに関する認識

ネグレクトとして分類される13項目について、5段階の
選択肢のうち最も多かったのは、[虐待や放任である]の9項

目、次に多かったのは、[虐待や放任ではないが不適切だ]の
4項目であった。さらに、項目ごとにみてみると、[虐待や放
任である]の「子どもが慢性疾患があり、生命に危険がある
のに、病院に連れて行かない」180名（87.4％）、[虐待や放
任ではないが不適切だ]の「親の帰りが遅いため、子どもは
いつも夕食を一人で食べている」129名（62.6％）が最も多
かった。この項目については、[全く問題ない]を選択したも
のが4名（1.9％）いた（表4）。

Ⅳ．考察

１．子どもの虐待の4つのタイプの認識
子どもの虐待の4つのタイプの認識について考察する。
ビネット調査による39項目の虐待行為で【身体的虐待】

はすべての項目において[虐待や放任である]と認識してい
る割合が高かったが、[虐待や放任の疑いがある]と認識し
ている項目が【心理的虐待】で1項目、[虐待や放任ではない
が不適切だ]と認識している項目が【性的虐待】で1項目、【心
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理的虐待】で3項目、【ネグレクト】で4項目、 [あまり問題
ない]と認識している項目が【性的虐待】で1項目、4つのタ
イプすべての項目で[わからない]と回答するものも僅かで
はあるがいた。この事より、【身体的虐待】【性的虐待】に
ついては、虐待と認識している割合が高い傾向が見られ、
【心理的虐待】【ネグレクト】については、虐待か虐待で
はないのかがわかりにくいことがうかがえる。上本７）は、
「身体的虐待、性的虐待行為に関しては「虐待」として認
識する割合が高い傾向が見られたが、ネグレクトや心理的
虐待行為に関しては虐待なのか虐待でないのかわからな
いと答える割合が増えていた」と報告している。本研究に
おいても同様の傾向がみられた。

【身体的虐待】で、すべての項目において[虐待や放任で
ある]と認識している割合が高かった事については、最も直
接的な行為であり、明確な種類の虐待である事が考えられ
るため、虐待か虐待ではないかが、大学生にもわかりやす
いのではないかと考える。高橋６）は、「「虐待」という言
葉は、身体的虐待に代表されるような、肉体的なダメージ
を伴う重傷のケースのみを連想させる」と述べている。こ
のことから、身体的虐待は、虐待をイメージしやすいので
はないかと考察する。

【性的虐待】は、「親が思春期の異性の子どもと一緒に
風呂に入る」について[あまり問題ない]と認識しているも
のが85名（41.3％）で最も多かった。アメリカでは、親子が
一緒にお風呂に入るのは性的虐待だとされる８）。ひとつひ
とつの行為が適切かどうかは国や文化、家庭によっても異
なり、時代や子どもの年齢とともに変わっていくため、何
が虐待で何が虐待ではないかが分かりにくいのではない
かと考える。また、「親が好みで露出度の高い服を着させ
る」について[虐待や放任ではないが不適切だ]と認識して
いるものが77名（37.4％）で最も多かった。これについては、

着させられる子どもの受け止め方によって認識が違って
くると考えられる。友田８）は「性的虐待に関しては、子ど
もの成長と共に基準は変化することを踏まえ、性的虐待の
程度や種類は違っても、被害を受けた子どもに肉体的な苦
痛や傷だけではなく、精神的発達に取り返しのつかない傷
を与えることを知っておく必要がある」と述べている。こ
のことから、時代背景や子どもの成長発達を踏まえたうえ
で、性的虐待についての知識を深めていく必要があると考
える。

【心理的虐待】は、虐待か虐待ではないかの線が見えに
くいため、叱っている途中で、虐待へと踏み込んでしまう
危険性がある。言葉が強すぎるのも、逆にまったく言葉を
かけないのも、心理的な傷になることが考えられ、気づか
ないうちに虐待していることがある。このように、言葉に
よる虐待は、虐待か虐待ではないかの範囲が分かりにくい
ため、繰り返され、積み重なりやすく、日々の中で徐々に
広がっていく可能性があると考えられる。厚生労働省の児
童家庭局では、心理的虐待とは、言葉で脅したり、脅迫す
ること、子どもを無視したり、拒否的な態度を示すこと、子
どもの心を傷つけることを繰り返し言うこと、子どもの自
尊心を傷つけるような言動をすること、他の兄弟とは著し
く差別的な扱いをすること、配偶者への暴力や暴言を子ど
もに見せることとしている９）。本研究において心理的虐待
の「乳幼児が泣いても無視して、抱っこをしてあげない」に
ついて91名（44.2％）が [虐待や放任の疑いがある]と認識す
る割合が高かった。近年、携帯電話の普及に伴い子育て中
の母親が、子どもが泣いていても携帯電話に夢中になり、
子どもを抱いてあやすことをしない。また、子どもと遊ん
でいると言いながら、ゲームに夢中になっている父親の傍
で子どもが泣いていても無視している。このような現状か
ら考えると、両親にとっては、ただ、携帯電話やゲームに
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夢中になっていただけで虐待をしようとは考えていない
ということも理解できる。しかし、これが繰り返されると
気付かないうちに虐待していることになると考えられる。
また、「他のきょうだいと比べて「お前はダメだ」という」
について61名（29.6％）が[虐待や放任ではないが不適切だ
]と認識している割合が高かった。友田10）は「「きょうだい
を比較しすぎるようなことでも子どもは傷つく」これも心
理的虐待であり、心理的虐待は、死に至らない虐待などで
はない。真綿で首を絞めるように、長い時間をかけてじわ
じわと被害者を苦しめる、もっとも残虐な虐待なのであ
る」と述べている。このことより、心理的虐待に関して正
しい認識を持つことが必要ではないかと考える。

【ネグレクト】は、他の積極的な虐待に比べて一見軽い
ように見えるかもしれないが、実際には子どもの心身の健
康に重篤な影響を及ぼすものである。ネグレクトは育児放
棄や育児怠慢と言われ、児童虐待の１つである。精神的発
達への影響として、人格障害や摂食障害、依存などに影響
する可能性がある。また、虐待を繰り返し受けることによ
って、他人を信頼できなくなること、暴力や性的な関係性
となりそれを求めるようになることが挙げられる。奥山11）

は「情緒的ネグレクトは精神的発達への影響が大きいだけ
ではなく、かつて「愛情はく奪性小人症」と呼ばれたよう
に、成長に影響を及ぼすこともある」と述べている。本研
究の結果では、ネグレクトとして分類される13項目のうち
9項目は[虐待や放任である]であると認識している割合が
高かったが、残りの4項目については[虐待や放任ではない
が不適切だ]と認識している割合が高かった。中でも「親の
帰りが遅いため、子どもはいつも夕食を一人で食べてい
る」については129名（62.6％）が[虐待や放任ではないが不
適切だ]と認識している割合が高かった。これは、核家族で、
夫婦共働きの家庭が増えてきてることもあり、自分自身が
夕食を一人で食べた経験があることも考えられる。また、
「夜、子どもを寝かしつけてから、夫婦で遊びに出かける」
についても89名（43.2％）が[虐待や放任ではないが不適切
だ]と認識している割合が高かった。近年、車に幼い子ども
を置いたまま、親がパチンコに夢中になり、子どもが熱中
症で死亡する事故が頻繁に起こっている。友田12）は「真夏
の車の中に子どもを置いて買い物に行く親がいる。疲れて
寝てしまって子どもを起こすのがかわいそうで置いてい
く人もあれば、危ないとわかっていても抱き上げるのが面
倒だからと置いていく人もいる。このように、子どものた
めであろうが、自分のためであろうが、危険で改めなけれ
ばならないという点においてはどちらも変わりはない」と
述べている。このことより、ネグレクトに関する項目は、子
どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形
成に重大な影響を与えるものではないと考え虐待ではな
いと認識していることが考えられるが、実際には子どもの
心身の健康に重大な影響を与えるものであることを知っ

ておく必要があると考える。
以上のことより、本調査では、39項目の虐待行為で、身

体的虐待を除いた、性的虐待の2項目、心理的虐待の3項目、
ネグレクトの4項目について[虐待や放任である]と認識し
ていない虐待行為があることが明らかになった。友田13）は、
虐待は「客観的にみて虐待を受けている子どもでも、本人
が虐待と思っていないケースも多い。多くの子どもは自分
の家庭を当たり前だと思って育つ」と述べているように、
自分が育てられた経験は習慣として身につき子どもへの
養育に反映しやすいと考える。虐待を受けて育った親のほ
とんどが必ずしもその子どもに虐待を加えるようになる
とは考えられないが、世代間連鎖も指摘されている。この
ことより、将来親になると考えられる大学生に対して、世
代間連鎖を断ち切ることも含めて、子どもの虐待について
正しい知識が得られるように教育的な支援が必要である
と考える。

Ⅴ．本研究の限界と課題

本研究は、看護学科1～4年生を対象とした為、一般大学
生に比べて虐待について学習する機会があり、認識が高い
傾向にあったと考えられるため一般化することはできな
い。

今後は、子どもの虐待が増加し、社会問題として深刻化
していくことが考えられる為、看護学生以外の大学生を対
象に調査を行い、子どもの虐待に関する認識を明確にする
とともに、子どもの虐待について正しい認識が持てるよう
に教育的な支援をしていくことが課題である。

本研究における利益相反に関する開示事項はありませ
ん。
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